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大和市規則第１５号 

大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則及び大和 

市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

（大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則（令和２年

大和市規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

大和市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則 

第１条中「大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」を「大和

市会計年度任用職員の報酬等に関する条例」に改める。 

第３条第１項中「１５日」を「２０日」に改める。 

第６条第１項第１号中「）」を「。以下「任用規則」という。）第１５条に規定する年次休

暇及び」に改める。 

第８条第３項中「平均１か月当たりの」を「１か月当たりの平均」に改め、「、第２８条中

「平均１か月」とあるのは「１か月」と」を削り、「大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例施行規則」を「大和市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規

則」に改める。 

第９条第２項中「第３０条の２第２項」を「第３０条の７第２項」に改める。 

 第１２条第１項第３号中「おいては」を「おける任期の定めが」に、「に満たないが、次のい

ずれかに該当することにより」を「未満である会計年度任用職員で、当該会計年度内における会

計年度任用職員又は給与条例適用職員としての任期の定めの合計が」に、「者」を「もの」に改

め、同号ア及びイを削る。 

第１４条の見出し中「等」を削り、同条中「から第３９条の７まで」を「及び第３９条」に

改め、「及び一時差止処分」を削り、「大和市会計年度職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例」を「大和市会計年度職員の報酬等に関する条例」に改め、「、同条第２項中「前条第

２項及び第３項」とあるのは「前条第２項第４号及び第５号」と、第３９条の２第１項中「条例



第２２条の２」とあるのは「会計年度任用職員報酬条例第１０条第１項において準用する条例第

２２条の２」と、同項及び同条第２項中「条例の適用」とあるのは「会計年度任用職員報酬条例

の適用」と、第３９条の３、第３９条の５及び第３９条の７中「条例」とあるのは「会計年度任

用職員報酬条例第１０条第１項において準用する条例」と」を削る。 

第１６条を第２２条とする。 

第１５条の見出し中「期末手当の」を削り、同条中「期末手当」を「条例第１０条第１項に

規定する期末手当及び第１１条第１項に規定する勤勉手当」に改め、同条を第２１条とし、第

１４条の次に次の６条を加える。 

（勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員） 

第１５条 条例第１１条第１項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす

こととする。 

(1) 基準日（給与条例第２３条第１項に規定する基準日をいう。以下同じ。）に在職している

こと（基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した場合（その退職し、又は死亡した日に

おいて、給与条例施行規則第３５条第３号及び第４号、第３６条第１項第２号及び第３号

並びに第４０条第１号及び第６号に掲げる職員を除く。）を含む。）。 

(2) 給与条例施行規則第３５条第３号及び第４号並びに第４０条第１号及び第６号のいずれに

も該当しないこと。 

(3) 任期の定めが６か月以上であること（当該任用における任期の定めが６か月未満である会

計年度任用職員で、当該会計年度内における会計年度任用職員又は給与条例適用職員とし

ての任期の定めの合計が６か月以上となるものを含む。）。 

(4) 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の１週間当たりの平均時間が１５時間

３０分以上であること。 

２ 給与条例施行規則第３７条の規定は、勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員の退職の取

扱いについて準用する。 

（勤勉手当基礎額） 

第１６条 条例第１１条第１項の規則で定める報酬の額（次項において「勤勉手当基礎額」とい

う。）は、月額により報酬が定められている会計年度任用職員にあっては、報酬の月額とし、

日額又は時間額で報酬が定められている会計年度任用職員にあっては、当該職員の受ける報

酬額を月額に換算した額とする。 

２ 勤勉手当基礎額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（勤勉手当の支給基準） 



第１７条 条例第１１条第１項に規定する規則で定める基準は、給与条例第２２条第２項各号に

規定する職員の勤務期間による割合に、次条に規定する勤務成績（以下「成績率」とい

う。）に乗じて得た割合とする。 

（勤勉手当の成績率） 

第１８条 成績率は、給与条例施行規則第４６条第１項第１号に掲げる割合の範囲内で、任命権

者が定めるものとする。 

（勤勉手当の在職期間） 

第１９条 給与条例施行規則第４４条（第２項第４号から第６号まで、第８号及び第９号を除

く。）及び第４５条の規定は、会計年度任用職員に支給する勤勉手当の在職期間について準

用する。この場合において、第４４条第１項中「前条」とあるのは「大和市会計年度任用職

員の報酬等に関する条例施行規則（令和２年大和市規則第１２号）第１７条」と、「の適

用」とあるのは「又は会計年度任用職員報酬条例の適用」と、同条第２項第１号中「第３５

条第３号から第５号まで」とあるのは「第３５条第３号及び第４号」と、同条第２項第７号

中「勤務時間条例第１７条」とあるのは「任用規則別表第４第４号」と、同条第２項第１１

号中「勤務時間条例第１５条の２」とあるのは「任用規則別表第４第５号」と、第４５条第

１項中「条例」とあるのは「会計年度任用職員報酬条例」と読み替えるものとする。 

（期末手当及び勤勉手当の一時差止処分） 

第２０条 給与条例施行規則第３９条の２から第３９条の７までの規定は、会計年度任用職員に

支給する期末手当及び勤勉手当に係る一時差止処分について準用する。この場合において、第

３９条の２第１項中「条例第２２条の２及び第２２条の３（これらの規定を条例第２３条第５

項において準用する場合を含む。）」とあるのは「会計年度任用職員報酬条例第１０条第１項及

び第１１条第１項において準用する条例第２２条の２及び第２２条の３（これらの規定を条例

第２３条第５項において準用する場合を含む。）」と、同項及び同条第２項中「条例の適用」

とあるのは「会計年度任用職員報酬条例の適用」と、第３９条の３、第３９条の５及び第３９

条の７中「条例」とあるのは「会計年度任用職員報酬条例第１０条第１項及び第１１条第１項

において準用する条例」と読み替えるものとする。 

別表第１号中「１，１１２」を「１，１２６」に改め、同表第２号中「１，２３８」を

「１，２５３」に改め、同表第２７号中「婦人相談員」を「女性相談支援員」に改め、同表第３８号

中「１，５９４」を「１，７７０」に改め、同表第４５号中「２，６８７」を「２，７０１」に

改め、同表第４６号中「１，５７１」を「１，５８５」に改め、同表第４７号中「１，３８７」

を「１，４０１」に改め、同表第４８号中「１，２０４」を「１，２１８」に改め、同表中第７９



号を第８０号とし、第７８号から第７０号までを１号ずつ繰り下げ、同表第６９号中「２，３００」

を「２，６８０」に改め、同号を第７０号とし、同表中第６８号を第６９号とし、第６７号を

第６８号とし、第６６号を第６７号とし、同表第６５号中「２，４９０」を「２，８２０」に

改め、同号を第６６号とし、同表中第６４号を第６５号とし、第６３号を第６４号とし、同表

第６２号中「１，１１２」を「１，１６０」に改め、同号を第６３号とし、同表第６１号中

「１，９１９」を「２，０２０」に改め、同号を第６２号とし、同表中第６０号を第６１号とし、

第５９号を第６０号とし、同表第５８号中「２，３４０」を「２，７３０」に改め、同号を第５９

号とし、同表第５７号中「２，３４０」を「２，６８０」に改め、同号を第５８号とし、同表第

５６号中「２，０２０」を「２，５１０」に改め、同号を第５７号とし、同表中第５５号を第

５６号とし、第５４号を第５５号とし、同表第５３号中「２，３４０」を「２，５１０」に改

め、同号を第５４号とし、同表中第５２号を第５３号とし、第５１号を第５２号とし、第５０号

を第５１号とし、同表第４９号の次に次のように加える。 

５０ 道路維持補修作業補助員 時間額 １，２４０ 

 （大和市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 大和市職員の育児休業等に関する条例施行規則（平成４年大和市規則第２３号）の一部を

次のように改正する。 

第１１条第３号中「大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」を

「大和市会計年度任用職員の報酬等に関する条例」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （報酬の支給日に関する経過措置） 

２ 施行日前の日を報酬の計算期間に含む報酬については、なお従前の例による。 

 （大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則の一部改正） 

３ 大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則（令和２年大和市規則第

２９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則」を

「大和市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則」に改める。 

 


